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歴史的町並み保存事業の概要と

その効果および今後の課題

畑 野 亮 一(内 子町 八日市 ・護国町並保存センター)

醒 譲 養 餐離 嚢lll≡ ぎ 辮1

内子町が八 日市護 国地区で町並保存運動 に取 り組 んでか ら約30年 が経過 した。当初,観 光客

な どほとん ど見か けることのなかった この地区が,今 では年 間数十万人が訪れる愛媛県内有数

の観光地へ と成長 した。その運動 は全国的に認知 され,町 の知名度が飛躍 的に高 まったことに

よ り,町 内各地で始 まったその他の まちづ くり活動 に も良い影響 を与え,町 全体 として相乗効

果が生 まれている。 しか し,そ の一方で八 日市護国地 区において は住民の高齢化やそれに伴 う

空 き家の増加,多 くの観光客 による観光公害 とも言える騒音や プライバ シーの侵害な ど街 を維

持 してい く上で支障 とな る現象 も起 こっている。 この稿 では,こ れ までの運動の経過 について

整理す るとともに,現 在抱 えている課題 と今後の展望 について述べ たい。

灘1/鱗 猟 … 務 …i撫'縷 無 賑 鷺・・ 謙 繍 げ鷺 篶 、欝

内子 で町並保存運 動が始 まったの は,昭 和40年 代後 半の こ とといわれてい る。昭和53年

(1978)に 発刊 された 「愛媛 県内子町伝統的建造物群調査報告書 」には,そ の始 ま りとして次

の ように書 かれている。 「内子 町 におけ る町並保存 は,町 並 や集 落な どの建造物群 を中心 とし

た歴 史的景観が,文 化財 として認識 され始めた昭和47年,文 化庁 において 『第1次 集落町並調

査』に リス トア ップされた ことに始 まる。 当時を振 り返 ってみ ると,八 日市 に転居 された画家

井門敬二氏が,地 区住民 としてあるいは愛媛県文化懇談会美術専門委員 として町並み保存を提

唱 されたことか ら,文 化財行政の一環 に組み入れられる動機づ けをす るとともに,一 方では数

年 にわたる公民館報での啓発や,社 会教育 団体等 を中心 に した啓蒙が続け られた。 これ と並行

して町の企画 として妻籠宿や高山への研修旅行が行われたの もその時期 であった。 この活動に

よってつ くられた世論 を背景 に して,内 子町教育委員会 は,『 内子 町八 日市周辺町並保存(景

観保存地 区の設定)の 進め方 について』 と題 した町並保存への取 り組み を,内 子町文化財専門

委員会 に諮問 し,昭 和49年1月 にこの答申を受けることになった。」

この答申では,町 並み保存の現代的意義 として,「地域的独自性の協調」 と 「歴史的景観保

存による地域連帯感の復活」を掲げ,町 並み保存を中心 とした地域開発プラン及びその手順の

提案を行っている。
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特 集1内 子町のまちづ くり 「歴 史的町並 み保存事業の概要 とその効果お よび今後の課題」

これに伴い,役 場内の機構改革 も行われ た。昭和51年(1976),町 長事務部局に商工観光係

を配置,岡 田文淑氏がその任 に付いた。氏 はその後約10年 間,町 並み保存に携 わ り,保 存運動

を実務的に主導 した。昭和54年(1979)に は,庁 内にプロジェク トチームを設置,伝 統的建造

物群保存地区(以 下 「伝建地区」)の 指定に向けて本格的な作業を開始 した。昭和56年(1981),

八 日市護国地区を伝建地区 として都市計画決定。併せて保存条例を制定 した。

昭和57年(1982)4月,八 日市護国地区は国の重要伝統的建造物群保存地区(以 下 「重伝建

地区」)に 選定された。同年に策定 された 「内子町振興計画」では,三 大重点事業の一つ とし

て 「暮 らしを問 う"町 並み保存"一 生活の視点でとらえた生 きた町並み保存をめざして ―」を

掲げ,町 の中心施策 として町並み保存 に取 り組 む方針 を示 した。その後,昭 和58年(1983)に

は全国に先駆けて町長事務部局に町並保存対策室 を設置。教育委員会所管の文化財行政ではな

く,保 存 という名の地域開発 に取 り組 む姿勢 を明確 に した。その後,町 並保存対策室は課 に昇

格 したが,平 成17年(2005)の3町 合併(内 子町 ・五十崎町 ・小田町)後 は,総 務課に所属す

る町並 ・地域振興班 として現在に至っている。

地区め概況

八 日市護国伝統 的建造物保存地区は,面 積約3.5ha,

全 国の重要伝統 的建造物群保存地区の中で も比較 的小

規模 な伝建地区であ る。中世 には市が開かれ,そ れが

八 日市 とい う地名の由来になっている。 ちなみに護国

とい う地名は地 区にあ る護 国山高昌寺 に由来する もの

と思 われるが,二 つの地区は隣接 しているものの昭和

30年(1955)の 町村合併 まで は,八 日市は内子町,護

国は五城村 と異 なる自治体 に属 していた。地区 を通 る

街道 は,藩 政時代 には,大 洲藩 と松山藩 を結ぶ主要 な

街道 であ り金比羅街道で もあった。この時代,大 洲藩

では和紙 と木蝋 の生産 に力 を入れていたが,そ の中心

は内子周辺地域 であった。特 に木蝋は八 日市が中心で

あ り,製 蝋業を営 んでいた1}芳 我家を中心 に,江 戸か

ら明治 にかけて木蝋の主産地 として大いに栄えた。そ

の勢 いは日本一 といって もよく,明 治の最盛期 には 日

本 の生産高の約3割 を内子 で生産 していたと推 察され

てい る。

八 日市護国の町並み2)は,3つ の性格 が入 り交 じっ

ている。一つ目は 「市」を中心 とした 「商業町の性格」,
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二つ 目は旧松 山街 道に沿 った 「宿場 町の性格」,三 つ 目

は製蝋 による 「産業都市 としての性格」である。それ ら

の性格か ら,豪 商の屋 敷や職 人の長屋,店 舗 としての性

格 を持った町家や,二 階に手す りを設 けた宿 的な町家な

ど,町 並全体 に昔 の 自立 した都 市施設が混在 して残 り,

独特の伝統 的な景観 を形成 している。特 に地元の土 を用

いた黄味を帯 びた土壁,鎭 絵 や海鼠壁 に見 られる左官技

術 は,当 地区の特徴 として高 く評価 されている。地区内

には,当 時の繁栄 を今に伝 える重厚な塗屋造 りの建物が

数 多 く残 され てお り,そ の うち89棟 の建物が伝統的建

造物 として特定 されてい る。その他 に,水 路や石垣 など

地区面積 約3.5ha

伝統的建築物 89棟

石 垣 17面

石積溝 20条

石積側溝 2条

塀及び門 8対

晒 し井戸 一式

石灯籠 一 基

稲荷神社境内 一式

地区を構成する特定物件等

も環境物件 として特定されており,全 体として伝統的建造物群保存地区を構成している。

爆

伝 建 地 区内で は,条 例 に よ

り現状 変 更行為 が制 限 され て

い る。原 則 として 勝手 に現状

を変 え る こ とはで きない。新

築 や 増 改 築,そ の 他 の 現 状

補助金交付 の限度額(主 屋の場合)(特に外観)を変 える場合 には
,

あ らか じめ町長 と教育委員会の許可が必要である。その一方で,住 民の負担 を軽 くす るため補

助 制度が用 意 されている。 その 内容は同 じ伝建地区でも自治体 ご とに異 なるが,内 子 の場合,

伝統的建造物の修理 には,補 助対象経費の8割 が上限な しに補助 される。 また,そ の他の建物

を周囲に合 わせて修景す る場合 には,3分 の2の 補助 率で最 高500万 円 までの補助金 を受ける

ことがで きる仕組みになっている。

現状変更行為の許可 は,町 長 と教育委員会が行 うことになってい るが,そ の諮問機 関として

審議会 を設 置 している。審議会 は,学 識経験者,地 区関係者,行 政 関係者 で構成 されてお り,

最低年2回 会 を開 き,現 状変更行為 の内容 について審議 して いる。 ここでは,図 面を もとに1

件1件 審議 を行 うが,毎 回議論が白熱する。その内容 は様 々であるが,多 くは,文 化財 として

の価値 を損 な うことな く,ど う生活者の利便性 を確保す るか とい うこ とに集約 され る。 「太陽

光発電のパ ネルを屋根 に設置 したい」「蔵を改造 して車庫 に したい」「壁 を壊 して入ロを設けた

い」 とい う住民の生活上の要求 に対 して,伝 統的建造物 としての特性 を残 したままどのように

対応するのが良いか,具 体的な設計変更 も含めて協議 され る。時には,審 議会の結論 を申請者

が納得 されず,新 たな提案 にもとついた再審議が必要 になることもあるが,伝 建地区の特性 を

区分 対象 補助限度額 補助対象額 補助率

修理事業
伝統的

建造物類
上限なし 上限なし 80%

修景事業
伝統的

建造物以外
500万 円 750万 円 2/3
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特 集1内 子 町のまちづ く り 「歴 史的町並 み保存事業 の概要 とその効果 お よび今後 の課題」

保つ上で欠かせ ない作業だ と考 えている。

田盤蘇 灘 霧 縷 欝 獣 ・鱗 隊

「町並保存 って お金がかか る

んで しょう」 とは よ く聞か れ

る言 葉 であ る。 内子 町 は,昭

和53年(1978)か ら町単独 で

補助 制度 をつ くり,修 理 修景 昭和53年(1978)～ 平成20年(2008)補 助金内訳

事業へ の補 助 を始め た。 そ の

後,昭 和57年(1982)か らは重伝建地区に選定されたため,国 庫補助制度 を活用す ることがで

きるようにな り,現 在 まで継続 して事業 を行 っている。近年 は,事 業費ベースで年間約2,500

万円ほどの予算 で,年 に4～5件 を国庫補助事業で修 理修景 してい る。このほか にも事業費が

100万 円未満の小規模 なもの は,町 単独予算 で随時対応す るように しているが,修 理修景事業

の希 望は多 く,そ の要望 にすべて応 えることはで きてい ない。現在,国 庫補助が必要な ものは

2年 ～3年 待 っていただいてい るのが現状である。

このように,年 に何棟 も継続的に工事 を行 っているため,町 並みは多額 の経費がかかる との

印象 を持 たれが ちだが,実 際の ところはどうであろうか。

別 表は,こ れ まで に支出 した補助金 を まとめた ものであ るが,昭 和53年 度(1982)～ 平成

20年 度(2008)ま での31年 間に支出 した補助金の総額 が約4億9千 万 円。その大半 は,国 と

県が支出 して くれているので,内 子町の負担は1億5千 万円ほ どである。 これ を31で 割 る と単

年度あた り480万 円程度の額 になる。内子町の年間予算 は現在約90億 円であ るので,こ の金額

が予算 に占め る割 合 はわずか0.05%程 度 に過 ぎない。仮 に年収500万 円の世帯 に例 える と,

O.05%は 年 間2,500円 程度の支出に過 ぎず,家 族の同意な しに使える範囲の金額 と言 える。

もっとも,こ れはあ くまで も修理修景事業 に要 した経費であ り,実 際 にはこれ以外 に資料館

や駐車場 の整備費,防 災施設や路面の整備費,重 要文化財の修理費な どの経費が かかっている。

しか し,そ れを含めて考えても,地 方によ くある文化 ホールのようなハ コモ ノが,20億 円～30

億円の建 設費 と年 数千万 円の維持費がかかることを考える と,町 並保存 は費用対効果 の面で極

めて効果のある施策 とい うことがで きよう。 さらに,町 並保存 によって もた らされる交流人口

の増加,町 の知名度及びイメージの向上等の波及効果 も見逃せ ない。

ただ,こ こで忘 れてな らないのは住民の負担である。保存 にかかる経費 は住民 も負担 してい

る。補助対 象事 業 においては2割 か ら3分 の1,対 象外の内装 については100%,住 民が負担

している。その総額 は,補 助対象外の事業についての記録がないため確かなこ とは言えないが,

おそ らくは行政が負担 したのと同程度の金額 に上 るのではないか と推察 している。そ の意味か

らいうと,八 日市 ・護 国の町並みは文字 どお り住民が 身銭 を切 って守 って きた町並み とい うこ

国288,992,000円

県44,697,000円

町156,519,850円

合計490,208,850円
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と が で き る 。

煮
拶

平成12年(2000)10月,伝 建 地区内 に 「八 日市 ・護 国町並 保存 セ ンター」が設置 された。

このセ ンターは,こ れまで どち らか と言えば行政主導の観光振興施策 として行われて きた町並

み保存 を,住 民主体 のまちづ くり活動 として再生す るために内子町が設置 した ものである。町

の出先機 関 として職員が常駐す ると共 に,住 民組織である 「八 日市護国地 区町並保存会」の事

務所 としての機能 も有 している。ここでは,保 存地区 に関す る情報 はダイ レク トに保存会 に伝

え られ る。その代わ り一緒 に考 えて下 さい とい うのがセ ンターのス タンスである。現場 に事務

所 を置 くことで,住 民 と情報 を共有 し,協 働で保存運動を推進 しよ うとす る狙いがある。保存

セ ンターの職掌は,伝 建地区 に関わることのすべ てと言って良い。建造物の修理修景事業 はも

ちろんの こと,地 区内にある3つ の重要文化財の修理,保 存 セ ンターを含 む3つ の資料館の管

理 ・運営,駐 車場の管理 ・運営な ど幅広い。現在,私 を含め て3名 の職員が常駐 し,業 務 を行

っている。

k"x'?i矧
『

町並保存の思想 や手法は,伝 建 地区以外 にも波及 し大 きな成果 を生み 出している。昭和61年

(1986)に は市街地 に残 されていた大正時代の木造劇場 「内子座」 を修 理復 元,町 民の文化の

殿堂 として活用 されるとともに,内 子のシ ンボル的な建物 として一般 に公 開されている。また,

昭和60年 代初頭か らは,石 畳地 区を中心 に村並み保存 と名付 けた運動 に も取 り組み,周 辺の山

村振興 に大 きな成果を上 げている。その他,観 光農園や 「うちこフレッシュパ ークか らり」 と

名付けた農産物 の産直市場 も整備 され,町 全体 として年間100万 人以上 の大 きな交流人 口を生

み出 してい るが,そ れぞれの活動 については他稿 を参照 されたい。

!i讐[端 蕪 肖F艶 鷺、劃

一口に伝建地区 といっても
,そ こに住 む人々は,職 業 も収入 も学歴 も家族構成 も様々であ る。

一人暮 らしの高齢者 もいれば
,3世 代が同居 している家族 もい る。農業に従事 している人 もい

れば,職 人 もい る。大学 を出ている人 もいれば小学校 しか出ていない人 もいる。裕福 な人 もい

れ ばそ うでないもいる。 もちろん,町 並 み保存への理解 も人それぞれ異 なる。保存運動 は,ま

ずその ことを理解 しなければな らない。つ ま り,住 民 を一律 には扱 わない ということである。

町並み保存 は,条 例 によ り私権 を制限 し,保 存計画に基づいて進 め られている。公平 を旨とす

る行政 として は,本 来 どの立場の住民 に対 しても同 じように接 しなければな らない。 しか し,
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特集1内 子 町の まちづ くり 「歴史 的町並 み保存 事業 の概 要 とそ の効 果お よび今 後の課題」

それでは町並 み保存 は進 め られない と私は先輩か ら教 わった。例 えば,あ る程度裕福で社会的

地位 の高い人には,で きる限 り忠実 な復元や質の高い修景 を求めるが,年 金で細 々と暮 らして

いるお年寄 りや どち らか と言 えば保存 に反対の立場の人が協力 して くれた場合 には,例 えそれ

がシルバーのアル ミサ ッシを茶系色で塗って くれただ けで も 「あ りが とう」 と言 って認めなけ

ればならない。相手の立場 を理解 した上で,個 別の対応が求め られるのである。

また,保 存対 策 を行 う上で は建築家や研究者の協力が不可欠であるが,彼 らの言葉は ともす

れば専門用語 を交えた硬 い もの にな りがちであ る。それ を住民 にわか りやす く伝 える努力 が必

要 となる。つ ま り,通 訳 の役割である。先進地視察を企画 した り,広 報誌でよ りわか りやす く

紹介 した りと様 々なアプローチで住民に接 してい る。

さて,ま ちづ くりの成功事例 として多 くの視察者 を迎 えている八 日市護 国地 区だが,現 実 に

は多 くの課題 を抱 えている。 その一つ は,地 区の高齢化である。後継者 が生活 できる経 済的基

盤 をつ くることは,当 初 か らの目的の一つであ り,交 流人口の増加 によ りその 目的は半ば達成

された と考 えてい るが,残 念 なが ら後継者はあ ま り帰 って きていない。原因 としては,都 会 に

就職 し家 を構 えるなどして生活の基盤が完全 にで きて いるため,簡 単 には帰 ってこられないこ

とが考えられる。そのため,高 齢者だけの世帯が増え,結 果 として空 き家が増 えている。 また,

近年 はその空 き家 に外 部資本が入 り,観 光客 目当ての商売 を行 う傾向があ り,せ っか く築 いた

経済的基盤 による利益が町外 に流 れる事象 も生 じてい る。観光関連 の店舗 も増加 しているが,

町並みを利用 しようとす る店舗が多 く,町 並み に付加価値が付 くような質の良 い店舗 はあま り

増 えていない。売 ってい る商 品 も内子産の もの は少な く,中 には,商 品 を店 の前 に並べ た り呼

び込みをす る店舗 もあ り,町 並みにふ さわ しい商売の あ り方が問われ る事態 となっている。そ

の他,観 光客 の増加 による通行支障や,騒 音,プ ライバ シーの侵害 など,生 活環境 を脅 かす 問

題 も生 じてい る。

華 甲 中買岬

この ような状況の 中で,町 並保存会では,町 並保存対策部,観 光部,広 報部,女 性部の各専

門部 を設置 し,活 動の強化 を図っている。空 き家の把握 につ とめ,放 置 されている空 き家 につ

いては,所 有者 と連絡 を取 り,草 刈 り等最低 限の維持 に も手 を貸 してい る。観光部では,保 存

地区での商売のあ り方 について協定が結べ ないかと研究 を始めた。

また,町 で は文化庁 の助成 を受 け,平 成20年 度か ら2ヶ 年の予定で九州大学,岡 山理科大学

の協力の もと八 日市護 国地 区の保存対策見直 し調査 を開始 した。本調査 は,「 八 日市 ・護 国の

町並 みの価値」 を再評価 し,現 在抱 えてい る課題 を整理 しなが ら,今 後の保存地 区のあ り方 ・
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将来像 を提案することを目的 としている。重伝建地区選定か ら25年,当 初の保存対策調査から

数えると30年 が経過 しようとしている今,保 存地区周辺の環境は大 きく変容 している。当初,

保存物件 として特定 された建物の修理が進む一方で,保 存地 区か ら外れた,ま たは特定 されな

かった伝統的な建造物 は急速にその姿を消 している。 また,地 区住民の高齢化やそれに伴う空

き家の増加,観 光店舗 の増加 と外部資本の流入など,保 存地区の将来が不安視 される要素も浮

かび上がっている。今回の調査によって,伝 建地区及び周辺地区を現在の視点で再評価すると

ともに,こ れまでの システムを検証 し,よ り良い保存のための システムを構築 したいと考えて

いる。同時に,地 区の抱える課題の把握に努め,そ の解決策 について考えたい。 これらの成果

をもとに,平 成22年 度か らは新 しい保存計画の策定に取 り組む予定である。

町並みは,テ ーマパー クとは異 なり生活の場である。そこに住む人がいては じめて町は維持

され,魅 力が発信 される。 この町で暮 らしなが ら,恵 まれた歴史的環境 をどう次代 に引 き継 ぐ

のか。そのための施策や システムをそこに暮 らす人々と共 に真剣に考えたい と思っている。

(注)

1)芳 我家 は,木 蝋 生産 で財 をな した豪 商。13の 分家 があ る。 この うち本家 で ある本 芳我 家 と分 家筆頭 で

あ っ た上芳我 家 は その 敷地 と建物 が 重要 文化財 に指 定 され て い る。 また,有 力な 分家 であ っ た ド芳我

家 の建物 は登 録有 形 文化財 に指 定 されて い る。

2)参 考資料 「愛媛県内子町伝統的建造物群調査報告書」昭和53年 内子町
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